みのかも地域クラブ〇〇〇クラブ規約（参考例２）

　（目的）
第１条　この規約は、中学校部活動の地域展開に伴い、みのかも地域クラブ構想の理念に賛同し設立された団体の運営に関し、必要な事項を定め、子どもたちの多様な学びと経験が得られる「心の居場所」となるような環境の整備に努めるものとする。

　（名称）
[bookmark: _GoBack]第２条　当クラブは、みのかも地域クラブ〇〇〇クラブ（以下「〇〇クラブ」という。）と称する。

　（クラブ員等）
第３条　〇〇クラブは、〇〇〇活動をする、中学生とその保護者及び指導にあたる者で構成する。
２　〇〇クラブへの入会は、入会者本人とその保護者の連名による同意書並びに誓約書を〇〇クラブ代表者宛に提出するものとする。
３　〇〇クラブを退会する場合は、速やかに本人とその保護者の連名による退会届を〇〇クラブ代表者宛に提出するものとする。
４　〇〇クラブで活動する中学生の保護者は、次条に規定する役員から要請がある場合は、〇〇クラブの運営に積極的に協力しなければならない。

　（役員）
第４条　〇〇クラブに次の役員を置く。
(1)  〇〇クラブ会長（代表者）１名
(2)  〇〇クラブ副会長（会長の補佐）若干名
(3)  〇〇クラブ会計（〇〇クラブの活動に係る収支責任者）１名
(4)  その他　必要に応じて会長が選任

　（指導者）
第５条　〇〇クラブの指導者は、美濃加茂市教育委員会（以下「市教委」という。）が主催する「指導者講習会」を受講し、「指導者講習会受講者証」を取得している者とする。
２　〇〇クラブの指導者は、〇〇クラブ会長から委嘱された者とする。
３　〇〇クラブの指導者の委嘱期間は毎年度内とする。ただし、国や岐阜県教育委員会が定めるガイドラインの内容を順守していないと市教委から判断された場合は、委嘱期間内であっても解職できるものとする。

　（活動場所及び活動日時）
第６条　〇〇クラブの活動場所及び活動日時は、指導者とあらかじめ調整のうえ役員が別に定めるものとする。

　（会費等）
第７条　〇〇クラブの活動に関する会費は、生徒一人当たり月額〇〇〇〇円とする。
２　前項の会費とは別に、各種大会に関する経費や活動に関する消耗品費等が必要になった場合は、別途徴収するものとする。

　（保険加入）
第８条　〇〇クラブで活動する生徒及び指導者は、必ず傷害保険に加入しなければならない。

　（その他）
第９条　この規約に定めのないことについては、別に定めるものとする。


　　附　則
　この規約は〇年〇月〇日から施行する。
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